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悪質商法の被害にあわないためのポイント 
～ キーワードは、「悪質業者は、う・そ・つ・き！」 ～ 

うまい話を信用しない！ 

うまい話、絶対もうかる話には、必ず大きな落とし穴・・・ 

そうだんする！ 

ひとりで判断せず、家族・知人・相談機関に相談を 

つられて返事をしない！すぐに契約しない！ 

悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約するよう迫ってきます 

きっぱり！ はっきり！ 断る！ 

あいまいな返事をせず、キッパリ！ ハッキリ！ 断る！ 

 

 

 

 

 

～ 平成２１年上半期に検挙された主な悪質商法 ～ 

 

 

 

  

悪質商法の被害にあわないために 

う 

そ 
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不安を感じた時、被害にあってしまったときの相談窓口 
○ 警察本部又は警察署の悪質商法担当係 
○ 警察安全相談窓口 
○ 都道府県の消費生活センター又は市町村の消費生活相談窓口 
○ 法テラス 

“悪質業者”が狙っているのは “高齢者” 
 
○ 主に高齢者をねらう悪質業者！ 
事件を起こして検挙された悪質業者は、「高齢者はカモだ」 「断ること
ができない高齢者をねらう」などと話しています。 
名簿屋や同業者から手に入れた個人情報をもとに、高齢者をねらって
いる悪質業者がたくさんいます。 

 
○ 暴力的な悪質業者！ 
ウソをつくだけではありません。勝手に家に上がり込んで深夜まで居座
ったり、大声で怒鳴ったり・・・・・あの手この手で高齢者をねらっています。 
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【点検商法】 

住宅や水道設備の無料点検を

装って家庭を訪問し、勝手に床下

などを点検したうえで、「床下の

湿気がひどく基礎が腐っている。」

「水道水にさびが混じっている。」

などとウソをついて、まったく必

要がない工事を施工したり、活水

器を取りつけたりした事件が検

挙されています。 
 

【催眠商法（ＳＦ商法）】 

高額な商品を売りつける目的で、

家庭を訪問したり路上でチラシを

配布したりして、日用雑貨品を格

安で販売するなどと宣伝して民家

に客を集め、雑貨品を無料で配る

などした後に、高額な家庭用電気

治療器などを売りつけていた事件

が検挙されています。中には、商

品の購入を断った高齢者を大声で 

怒鳴りつけて、無理やり売りつけていたケースもあります。 
 

【押し付け商法】 

高額な商品を売りつけるため、勝手に家に上がり込み、深夜まで居

座ったり、大声で脅かしたりして、高額な羽毛ふとんや磁気ふとんな

どを無理やり売りつけていた事件が検挙されています。 

 

 

 

 

  

悪質業者が取りつけた高額・不要な

活水器（関東地方） 

悪質業者が売りつけていた高額な電

気治療器(東北・中国・四国地方) 

地上デジタル放送への切り替えに伴って、悪質業者による高額な

機器の販売や工事の施工、詐欺被害などに関する相談が寄せられて

います。ことさら官公庁・自治体・放送局と関係があることをかた

る業者、契約を急がせる業者などには注意が必要です 
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○ 「悪質商法」とは？ 

悪質商法とは、一般消

費者を対象に、組織的、

反復的に敢行される商

取引であって、その商法

自体に違法又は不当な

手段・方法が組み込まれ

た商法をいいます。 

 

○ 検挙状況は？ 

平成２１年上半期に、全国の警察が検挙した特定商取引等事犯は

９８事件、検挙人員は２１６人、被害人員等は１万４，２６２人、

被害額等は約３６億６，６９０万円にのぼり、すべての項目で昨年

同期を上回りました。 

【最近５年間における特定商取引等事犯の検挙状況の推移】 
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○ 「絶対儲かる！」とうたって多額の出資金をだまし取る利殖商法 

今回紹介した事件のほかに、「元本保証」「解約自由」「高配当確実」

とウソを言って、多額の出資金をだまし取る利殖商法が検挙されて

おり、その被害は深刻です。「絶対儲かる」などという甘い話には、

特に注意が必要です。 

悪 質 商 法 

資 産 形 成 事 犯 特定商取引等事犯 

○ 特定商取引法に
違反する行為 

○ 違反行為に関係
する詐欺、恐喝、
暴行などの刑法犯
罪 

○ 金融商品取引
法、出資法、無限
連鎖講防止法など
に違反する行為 

○ 「利殖商法」と
も呼ばれる 


